
エコ通勤で、滋賀県低炭素社会づくり条例に応えよう 

 「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」では、事業活動に係わる取組として、「事業者行動

計画制度」が定められています。エコ通勤による取組は事業活動にともなう省エネ法起源となる CO₂

削減の取組以外の活動として実績となります。2020 年の事業者実績報告の一例を以下に参考に記載し

ました。（滋賀県から公表されるまでは多少時間がかかるかもしれません）。 

従業員の通勤時の車両による CO₂排出量を把握して、少しでも徒歩・自転車を活用していく機会を増

やしていくことで、地球温暖化の要因である温室効果ガスの低減となります。それを意識付けのひとつ

として、「時には自転車できませんか？」と呼びかける、無理のない取組が、少しずつ効果を出してい

くことでしょう。 

 

※事業者行動計画の 2020 年度の提出資料より抜粋（エコ交通研究会メンバーの事業所） 

 

 

※滋賀県 HP より「提出された事業者行動計画等の概要等の公表」は以下 URL を参照 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/303506.html 
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